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＞バリアフリー

障害のある人が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去するという意味で、も
ともと住宅建築用語で登場し、段差等の物理的障壁の除去をいうことが多いが、より広く障害
者の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的なすべての障壁の除去という意味でも
用いられる。

＞ユニバーサルデザイン

バリアフリーは、障害によりもたらされるバリア（障壁）に対処するとの考え方であるのに対し、
ユニバーサルデザインはあらかじめ、障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々
が利用しやすいよう都市や生活環境をデザインする考え方。

物理的な障壁のみならず、社会的、制度的、心理的なすべての障壁に対処するという考え方（「バ
リアフリー」）とともに、施設や製品等については新しいバリアが生じないよう誰にとっても利用しやす
くデザインするという考え方（「ユニバーサルデザイン」） が必要

○障害者基本計画（平成14年12月閣議決定）

○バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進要綱
（平成20年3月28日バリアフリーに関する関係閣僚会議決定）

１ 「バリアフリー」と「ユニバーサルデザイン」
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２ 日本のバリアフリー施策等の流れ

1983年 「公共交通ターミナルにおける身体障害者用施設整備ガイドライ
ン」策定

1991年 「鉄道駅におけるエレベーター及びエスカレーター整備指針」策定

1993年 「障害者基本法」改正
『障害者の自立と参加を促進する目的から交通施設について交通事業者
は障害者の利用の便宜を図るよう努力義務を課すとともに、国及び地方公
共団体も必要な施策を講じなければならない』

「障害者対策に関する新長期計画－全員参加の社会づくりをめざ
して－」を策定

『バリアフリー社会の構築を目指す』

1994年 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築
の促進に関する法律（通称：ハートビル法）」施行

2000年 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑
化の促進に関する法律（通称：交通バリアフリー法）」施行
→施設等のバリアフリー化について２０１０年までの整備目標を設定
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２ 日本のバリアフリー施策等の流れ

2001年 「公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドライン」策定

2005年 ユニバーサルデザイン政策大綱

2006年 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（通
称：バリアフリー法）」施行
→一体的、総合的なバリアフリー施策を推進するため、ハートビル法と交通

バリアフリー法を発展的に統合

2010年 「移動等円滑化の促進に関する基本方針」改正
→施設等のバリアフリー化について2020年度までの整備目標を新たに設定

（対象となる施設を5,000人以上/日→3,000人以上/日に拡充 等）

2013年 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（通称：障
害者差別解消法）」成立 （※2016年４月施行）

2014年 「日本再興戦略」改訂2014（６月24日閣議決定）
→2020年オリンピック・パラリンピック東京大会等を見据えて、駅・空港にお

ける複数ルートのバリアフリー化や観光地周辺の駅のバリアフリー化など
旅客施設や車両等の更なるバリアフリー化を推進すること等を決定



○基本構想の指針

・市町村が重点整備地区を定め各種事業を重
点的かつ一体的に推進することの意義

・基本構想の作成・フォローアップに当たり、当
事者の参画や提案制度の活用

・段階的かつ継続的発展を図る「スパイラル
アップ」の推進

○基本構想の指針

・市町村が重点整備地区を定め各種事業を重
点的かつ一体的に推進することの意義

・基本構想の作成・フォローアップに当たり、当
事者の参画や提案制度の活用

・段階的かつ継続的発展を図る「スパイラル
アップ」の推進

○施設設置管理者が講ずべき措置
・利用者のニーズに応じた適切な情報の提供

・適切な対応を行うよう継続的な教育訓練の実
施の必要性

○施設設置管理者が講ずべき措置
・利用者のニーズに応じた適切な情報の提供

・適切な対応を行うよう継続的な教育訓練の実
施の必要性

○移動等円滑化の意義及び目標

・旅客施設、車両、公園、建築物等について、
平成32年度までの整備目標を設定

旅客施設：
3000人以上/日の施設について原則100％
（従前：5000人以上/日）

○移動等円滑化の意義及び目標

・旅客施設、車両、公園、建築物等について、
平成32年度までの整備目標を設定

旅客施設：
3000人以上/日の施設について原則100％
（従前：5000人以上/日）

 バリアフリー化の促進に関する
国民の理解・協力の促進等

道路旅客施設及び車両等 路外駐車場 都市公園 建築物

建築物内部までの連続的
な経路を確保

公園
駐車場

官公庁

福祉施設

福祉施設

駐車場

福祉施設
病院

官公庁

福祉施設

駐車場

自由通路

生活関連施設（旅客施設、建築物、路外駐車
場、公園）

生活関連経路（生活関連施設間の経路）

旅客施設を含まないエリアどり

商業施設

駅、駅前のビル等、
複数の管理者が関
係する経路について
協定制度

商業施設
鉄道駅

重点整備地区における移動等の円滑化のイメージ

バス車両

路外駐車場、都市公園及びこれ
らに至る経路についての移動等
の円滑化を推進

旅客施設から徒歩圏外のエ
リアどり 官公庁

★住民等の計画段階
からの参加の促進を図
るための措置

市町村が作成する基本構想に基づき、重点整備地区において重点的かつ一体的なバリアフリー化
事業を実施

基本方針において各施設の整備目標を設定／新設等に際し移動等円滑化基準の適合義務（既設
については努力義務）／公共交通事業者等の職員に対する教育訓練の努力義務

【高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（概要）】 【基本方針（概要）】※平成23年3月改正

１．公共交通施設や建築物等のバリアフリー化の推進

２．地域における重点的・一体的なバリアフリー化の推進

３．心のバリアフリーの推進

平成18年12月に施行された 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バリアフリー法）に基づき、高齢者、
障害者等の円滑な移動及び建築物等の施設の円滑な利用の確保に関する施策を総合的に推進。

○その他移動等円滑化の促進

・国の責務として、スパイラルアップ及び心の
バリアフリーの推進等

・地方公共団体の責務として、必要な条例等
の制定等の推進

○その他移動等円滑化の促進

・国の責務として、スパイラルアップ及び心の
バリアフリーの推進等

・地方公共団体の責務として、必要な条例等
の制定等の推進

車いすサポート体験 視覚障害者サポート体験 高齢者疑似体験

３ バリアフリー法の概要
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４ バリアフリー化の整備目標と達成状況

【基本方針における主な整備目標と現状】

○ 2010年にバリアフリー法に基づく基本方針を改正し、2020年度までの整備目標を設定。着実な達成に向けて取組を推進中。
○ 複数ルートのバリアフリー化等、2020年オリパラ東京大会に向けた更なる取組をバリアフリーWGにおいて検討中。

2010年度末 2013年度末※1 2020年度末
（参考） （現状） （目標）

（鉄道） ○鉄軌道駅 78％ 83％ 原則100％※2

○鉄軌道車両 50％ 60％ 約70％
（バス） ○バスターミナル 79％ 82％ 原則100％※2

○ノンステップバス 36％ 44％ 約70％
○リフト付きバス等 3％ 4％ 約25％

（船舶） ○旅客船ターミナル 84％ 88％ 原則100％※2

○旅客船 18％ 29％ 約50％※3

（航空） ○航空旅客ターミナル 92％ 85％ 原則100％※2

○航空機 81％ 93％ 約90％
（タクシー） ○福祉タクシー車両 12,256台 13,978台 約28,000台
（道路） ○特定道路 74％ 83％ 原則100％
（都市公園） ○園路及び広場 47％ 48％ 約60％
（路外駐車場） ○特定路外駐車場 45％ 51％ 約70％
（建築物） ○特別特定建築物 49％ 54％ 約60％

※1 園路及び広場、特定路外駐車場については2012年度末の数値。
※2 旅客施設は段差解消済みの施設の比率。
※3 5000人以上のターミナルに就航する船舶は原則100％。

【その他】
2010年度末 2013年度末※1 2020年度末
（参考） （現状） （目標）

（基本構想） ○基本構想の受理件数 359件 426件 －
（鉄道） ○ホームドアの設置数 484駅 583駅 800駅※4

※４ 交通政策基本計画（原案）における整備目標 6



５ 旅客施設におけるバリアフリー化の推移

【旅客施設のバリアフリー化の推移】

7

○整備目標の達成状況

○一日当たり平均利用者数5,000人以上の旅客施設については、バリアフリー化が着実に推進。
○平成23年の基本方針改正による新たな目標についても、着実に進捗。
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（H25年度公共交通移動等円滑化実績等報告）

１日当たりの平均的な利用者数が5,000人以上
（H23年度の数値については参考）

１日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上
（H22年度の数値については参考）



６ 車両等のバリアフリー化の推移

公共交通移動等円滑化実績等報告（平成25年度末現在）による【車両等のバリアフリー化の推移】

8

○概ね順調にバリアフリー化が進捗。
○平成23年の基本方針改正による新たな目標の達成に向けても、着実に進捗。

9,922
12,086

14,383
16,586

10,309

13,896

21,570
24,004

26,180
27,854

29,385
31,308

19.4%
23.7%

27.9%
32.1%

20.0%

26.5%

41.3%

45.7%
49.5%

52.8%
55.8%

59.5%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

鉄軌道車両

適合車両数等 適合割合

（公共交通移動等円滑化実績等報告による）（両数）

全車両数：52,601両（平成25年度末現在）
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全車両数：59,817台（平成25年度末現在）
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○平成26年9月末時点で、計282市町村、444基本構想が受理されているに過ぎず、全国の市町村数（1,741市町村）と比較
すると十分な数に達しているとはいえない状況。

○平成25年度の受理件数は27件（うち、新規23件）で、ここ数年では件数が多い方であるが、全体的に水準は低調な状況。
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○基本構想の作成状況

７ 基本構想の作成状況
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（平成２６年９月３０日までに受理したもの） 計２８２市町村（４４４基本構想）

作成状況
作成件数
（累計）
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８ ホームドアの設置状況（平成26年9月末）

○平成２６年３月末に比べ、全国のホームドア設置数は１０駅増加し、合計で５９３駅。
○交通政策基本計画（２月中に閣議決定予定）において、2020年度までに800駅を整備する目標を盛り込む予定。
○今後も引き続き、補助等の財政支援や技術開発支援により、設置を進めていく予定。

全国５９３駅に設置
（平成26年9月末）

福岡市七隈線(16)

福岡市箱崎線(6)

アストラムライン(21)

スカイレール(3)

福岡市空港線(13)

山陽新幹線(1)

京都市東西線(17)

ＪＲ東西線(2)

大阪市長堀鶴見緑地線(16)

大阪市今里筋線(11)

ニュートラム南港ポートタウン線(10)

六甲ライナー(6)

ポートライナー(12) 長野新幹線(3)

名古屋市桜通線(21)

名古屋市上飯田線(1)

リニモ東部丘陵線(9)

あおなみ線(11)

名鉄小牧線(1)

ゆいレール(15)

東海道新幹線(6)

札幌市東西線(19)

東北新幹線(8)

埼玉高速鉄道(7)

つくばエクスプレス(20)

多摩モノレール(19)

ディズニーリゾートライン(4)

日暮里・舎人ライナー(13)

都営三田線(24)

東京メトロ千代田線(2)

東京メトロ南北線(18)

東京メトロ丸ノ内線(26）

東京メトロ副都心線(8）

東京メトロ有楽町線(16）

東急目黒線(13)

京急空港線(1)

東京モノレール(11)

ゆりかもめ(16)

横浜市ブルーライン(32)

横浜市グリーンライン(8)

金沢シーサイドライン(14)

ＪＲ山手線(14)

東武東上線(1)

京王線(4)

小田急小田原線(1)

東急大井町線(1)

東急東横線(3)

九州新幹線(11)

札幌市南北線(15)

仙台市南北線(17)

名鉄空港線(1)

都営大江戸線(37)

東武野田線(1)

大阪市千日前線(７)
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【車いすサポート体験】

【視覚障害者サポート体験】 【高齢者疑似体験】

列車乗降体験 券売機操作

視覚障害者誘導用ブロック体験

バス乗降体験

階段昇降体験

９ 心のバリアフリーの推進

○バリアフリー教室

○「心のバリアフリー」を推進するための国の取組みとして、国民に対し高齢者、障害者等の置かれた状況を模擬体験する
等の啓発活動を内容とする「バリアフリー教室」を開催。 （各地方運輸局等において年間200回程度開催）



駅や建築物などに、近年、子ど
も連れなども利用できる多機能
トイレが数多く設置。

＜調査結果概要＞

1. 車いす使用者のうち約９４％の方が、多
機能トイレで待たされた経験がある。

2. 多機能トイレで待たされた車いす使用
者のうち約８３％の方が子ども連れ、約７
１％の方が障害者に見えない人が多機
能トイレから出てくることを経験している。

3. 車いす使用者のうち約７５％の方が、多
機能トイレが不足していると感じている。

車いす使用者などの障害者だ
けではなく、高齢者、子ども連
れなどによる利用が集中し、車
いす使用者が使いにくくなって
いるという指摘

多機能トイレの利用実態を調査
し、今後のトイレ整備のあり方
についてとりまとめるとともに、
一般利用者のマナー向上に関
するパンフレットを作成（平成24
年3月）。
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○多機能トイレの適切な利用促進方策

多様な利用者に配慮したトイレの整備方策に関する調査研究

１０ ユニバーサルデザインの考え方に基づく施策の推進



国土交通省バリアフリー化推進功労者大臣表彰

■表彰対象
バリアフリー化の推進に向けて国土交通分野における多大な貢献が認められ、かつ顕著な功

績又は功労のあった個人又は団体

■選定方法
国土交通省バリアフリー化推進功労者大臣表彰選考委員会において、本省内部部局及び地方

局等から推薦のあった候補案件の中から表彰対象を選考し、最終的に国土交通大臣が決定

■これまでの表彰実績

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree
_tk_000001.html 13

国土交通分野におけるバリアフリー化の推進に多大な貢献が認められた個人又は団体を表彰し、バリアフ
リー化に関する優れた取組みを広く普及させるとともに、これらの諸活動を奨励することを目的として、平成19
年度に、「国土交通省バリアフリー化推進功労者大臣表彰制度」を創設。

第１回表彰（平成２０年３月１０日）から
第８回表彰（平成２７年１月１６日）までに、
計３９件を表彰

H26年度表彰の様子

１０ ユニバーサルデザインの考え方に基づく施策の推進
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大臣表彰 受賞事例①
一般社団法人全国子育てタクシー協会

「子育てタクシーのネットワーク化による子育て支援活動の全国展開」
◆取組みの概要

受賞者は、地域で子育て支援の取組みを行うタクシー事業者を会員とする全国レベルの団体として、「子育てドライバー養
成講座」や「子育てタクシー補償制度」を立ち上げるとともに、地域の子育て支援団体と協働して、子育て家庭が安心して利
用できるタクシーの普及を図っている。

▲運転前の安全確認

▲ベビーカー開閉のお手伝い

▲子育てタクシードライバー登録証

▲子育てタクシー車両 ▲ママ体験講座

▲救急救命講座

１０ ユニバーサルデザインの考え方に基づく施策の推進
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▲「赤ちゃん・ふらっと」の設置箇所等を掲載した「スクスク・スマイル・マップ」▲「赤ちゃん・ふらっと」の設置状況

大臣表彰 受賞事例②
八王子市

「民間施設への子育て支援スペースの整備支援」

◆取組みの概要
「子育てしやすいまちナンバーワン」を目指し、親子で安心して外出できる環境を整備するため、民間事業者の協力を得て、
授乳や調乳・おむつ換えができるスペースである「赤ちゃん・ふらっと」の設置を支援する事業に取り組んでおり、子どもと一
緒に安心して外出ができる環境整備という新しいまちづくり課題に対し、独自の補助制度を創設するなど官民協働の子育て
しやすいバリアフリーのまちづくりに取り組んでいる。

１０ ユニバーサルデザインの考え方に基づく施策の推進



１０ ユニバーサルデザインの考え方に基づく施策の推進
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大臣表彰 受賞事例③
佐賀県

「パーキングパーミット制度導入などによる先導的なまちづくり」

◆取組みの概要
公共施設やショッピングセンターなどの身障者用駐車場において、障害のない人による不適正利用を防ぐために、利用証

交付などからなる「パーキングパーミット制度」を全国に先駆けて実施するなど、地域の課題に対応した先導的なまちづくりに
取り組んでいる。

▲利用証の例

▲駐車スペース

▲駐車スペース（プラスワン）



内閣府、厚生労働省、警察庁と連携して、障害の
ある方が安心して障害者等用駐車スペースを利用で
きるよう、適正利用のためのマナー啓発に資するポ
スター・チラシを作成（平成22年3月）。

１０ ユニバーサルデザインの考え方に基づく施策の推進
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○障害者駐車場の適切な利用促進方策

１．障害者等用駐車スペースの適正利用に
係る普及啓発の推進

２．障害者等用駐車スペースの適正利用等の促進
に関する調査研究
障害者等用駐車スペースの適正利用に係るニーズや課題、

具体的取組方策等の調査を踏まえ、報告書を取りまとめるとと
もに、駐車場の運営管理者や地方公共団体に参考として頂くた
め、不適正な駐車を防止するための取組みや障害のある人が
障害者等用駐車スペースをより円滑に利用できるような取組み
を紹介するパンフレットを作成（平成23年5月）。



バリアフリー化の進展に伴い子ども連れでの外出が増加してきた結果、公共交通機関等におけるベビーカー利用に関するトラ
ブルや意識の差などが顕在化

交通事業者等の取り組みやベビーカーマークも、統一的な取り扱いではなく、事業者独自のものが多い
→平成２５年６月に、実務者で構成される「公共交通機関等におけるベビーカー利用に関する協議会」を設置して、ベビーカー利

用に関する必要な事項を検討

「子どもの安全を守る」「子育てしやすい環境をつくる」ために、利用者及び関
係者が自主的に取り組むことをお願い事項として整理

① ベビーカーの安全な使用 ［チラシ等により周知］

② ベビーカー利用への理解・配慮 ［ポスター等により周知］

③ 統一的なベビーカーマークの作成

①チラシの例（鉄道） ③統一的なベビーカーマーク

平成２６年５月１日～５月３１日までの１ヶ
月間、「公共交通機関等におけるベビーカー
利用に関する協議会」キャンペーンを実施

Ⅰ ベビーカー利用の現状と課題

Ⅱ ベビーカー協議会とりまとめ（平成２６年３月） Ⅲ 大臣報告（平成26年3月26日（水））

Ⅳ 広報・周知活動

案内図記号
禁止図記号

※案内図記号と同一デザイ
ンを用いたもの
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１０ ユニバーサルデザインの考え方に基づく施策の推進
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○ベビーカー協議会 構成員

学識経験者

秋山 哲男 中央大学研究開発機構教授（座長）
大森 宣暁 宇都宮大学大学院工学研究科教授
西本 由紀子 神戸女子大学家政学部助手

子育て等関連団体

松田 妙子 特定非営利活動法人せたがや子育てネット代表理事
白石 智子 特定非営利活動法人びーのびーの
三浦 塔子 子育て応援とうきょう会議事務局長

（東京都福祉保健局少子社会対策部次世代育成支援担当課長）
平野 祐子 主婦連合会社会部
五嶋 啓伸 ベビーカー安全協議会代表幹事

（コンビ㈱代表取締役社長）

交通事業者団体等

阪本 未来子 東日本旅客鉄道㈱鉄道事業本部サービス品質改革部長
榊原 篤 東海旅客鉄道㈱営業本部担当部長
多田 真規子 西日本旅客鉄道㈱鉄道本部営業本部ＣＳ推進部長
小林 圭治 一般社団法人 日本民営鉄道協会企画財務部長
石島 徹 一般社団法人 日本地下鉄協会業務部長
川合 登 公益社団法人 日本バス協会業務部長
本田 昭則 一般社団法人 日本旅客船協会業務部長
菅野 道宏 一般社団法人 全国空港ビル協会事務局長
岩佐 英美子 一般社団法人 日本ホテル協会事務局長
今井 隆 一般社団法人 日本ショッピングセンター協会情報企画部

担当部長
岡部 一郎 日本百貨店協会業務・政策統括部長
丸山 裕弘 一般社団法人 日本ビルヂング協会連合会政策委員

行政機関

福田 泰和 経済産業省産業技術環境局国際標準課長
髙橋 政義 経済産業省商務情報政策局生活文化創造産業課

日用品室長
澤井 俊 国土交通省鉄道局鉄道サービス政策室長
寺田 吉道 国土交通省自動車局旅客課長
新垣 慶太 国土交通省海事局内航課長
高田 昌行 国土交通省港湾局産業港湾課長
久保田 雅晴 国土交通省航空局航空ネットワーク企画課長
山下 幸男 国土交通省総合政策局安心生活政策課長

（オブザーバー）
宮本 悦子 内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付

少子化対策担当参事官

その他

竹島 恵子 公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団
バリアフリー推進部企画調査課課長代理

児山 啓一 ㈱アイ・デザイン代表取締役
（ISO TC145/SC1（一般案内図記号国際標準化）国内委員会主査）

１０ ユニバーサルデザインの考え方に基づく施策の推進



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

ご清聴ありがとうございました。

国土交通省 総合政策局 安心生活政策課
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/index.html


